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１ 健康福祉局 

項  目 内       容 

 

１ 高齢者公共交通

機関利用助成 

【高齢福祉課】 

 

１ 見直しの方向 

  本事業については、高齢者の日常生活支援策の本格的な事業展開に向けた

検討とあわせ、引き続き、見直しを検討してはどうか。 

 

２ 事務・事業の概要 

  高齢者の社会参加を促進するため、高齢者が外出するきっかけづくりとし

て、公共交通機関の利用に要する経費を助成している。 

（平成５年度事業開始） 

  対象者：９月１日現在、広島市に住所を有する満７０歳以上の高齢者 

      （所得制限あり。平成２６年度助成決定者約１３万人） 

 

【助成（利用券交付等）の内容（主なもの）】 

区 分 （選 択） 内   容 

パスピーを利用した助成 
6,000円を限度に市に届け出たパスピーの使用実績 

に応じた額を指定された口座に振り込む。 

ＪＲ（鉄道）回数券引換券 1,400円券×3枚＋1,250円券×1枚＝5,450円（助成上限額） 

タクシーチケット 500円券×12枚＝6,000円（助成上限額） 

 

３ 見直しの理由 

⑴ 本事業は、高齢者が日常生活のための外出に留まらず、社会参加のため

の外出を促すことを目的としたものであるが、実態として、通院、食料品

の買物等の日常生活のための外出の費用軽減として使われている面もあ

り、事業本来の目的を達しているとは言い難い。 

⑵ 一方、高齢者の日常生活を支援するためのサービスは、今後、高齢化が

さらに進展する中で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくた

めに必要不可欠なサービスであり、その充実は喫緊の課題である。 

⑶ このような中、本年６月に成立した介護保険法の改正により、遅くとも

平成２９年４月までに、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住

民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支

え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援

等を行う「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下「総合事業」とい

う。）を実施することになった。 

⑷ 本市では、昨年度から「高齢者地域支え合いモデル事業」（以下「モデ

ル事業」という。）を開始したが、当該モデル事業は、地域包括支援セン

ターがコーディネーターとなって、地域活動に参加意欲を持つ高齢者等が

地域における支え合いの担い手等として社会参加することも促しつつ、地

域の様々な活動主体が連携し、閉じこもりがちな高齢者の外出機会の創出

やその見守りを行うなど、高齢者を地域全体で支え合うという仕組みを構

築しようとするものであり、高齢者の介護予防や日常生活支援を内容とす

る「総合事業」の柱となっていく事業である。 

⑸ したがって、高齢者公共交通機関利用助成事業の抜本的な見直しは、当

該モデル事業の実施状況等を踏まえながら行う高齢者の日常生活支援策の

本格的な事業展開に向けた検討とあわせて行う必要がある。 

【厚生関係】 
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項  目 内       容 

 

 

    

４ 平成２６年度当初予算額 

  ６億５，０７１万３千円 

 

５ 見直し効果額 

  具体的な見直し案の検討にあわせて算出する。 
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項  目 内       容 

 

２ 民間老人福祉施

設職員給与改善費

補助 

【高齢福祉課】 

３ 民間心身障害者

（児）福祉施設職

員給与改善費補助 

【障害自立支援課】 

４ 民間救護施設等

職員給与改善費補

助 

【地域福祉課】 

 

 

１ 見直しの方向 

  本事業については、平成２７年度の介護報酬等改定において、広島市な

ど一部の都市を対象として、人件費の上乗せ割合が６％等から一律１０％

に引き上げられることを踏まえ、平成２７年度の報酬改定に合わせて終了

するものとし、それに充てていた財源については、介護・障害福祉分野に

おいて本市が取り組むべき喫緊の課題に対応するため有効に活用していく

ことを検討してはどうか。 

 

２ 事務・事業の概要 

  社会福祉法人が運営する社会福祉施設等に勤務する常勤職員の処遇の改

善を図り、職員の定着など人材確保を促すため、「給与改善費」として、

当該職員の本俸月額等に２％を乗じた額を補助している。 

（平成４年度制度開始） 

補助施設数：１４０施設（職員数：３，８０２人） 

（平成２６年４月１日現在） 
 

３ 見直しの理由 

⑴ 本市においては、国の介護報酬等の措置が十分でない中で、高齢者福

祉施設、障害福祉サービス事業所、障害児施設等に対する独自の支援策

として、社会福祉法人を対象に常勤職員の本俸月額等の２％を一律に補

助することにより、職員の定着など人材確保を促してきた。 

 ⑵ こうした中、国においては、平成２４年度の介護報酬改定により介護

職員処遇改善加算を創設するなど介護等職員の処遇改善の取組を進めて

きており、さらに、平成２７年度の介護報酬等改定においては、広島市

など一部の都市を対象として、介護保険施設、障害福祉サービス事業所

等における人件費の上乗せ割合が６％等から一律に国家公務員の地域手

当と同率の１０％に引き上げられることから、単独市費で重ねて補完す

る必要はなくなるものと見込まれる。 

 ⑶ このため、本事業は平成２７年度の報酬改定に合わせて終了するもの

とし、それに充てていた財源については、介護・障害福祉分野におい

て、本市が取り組むべき喫緊の課題に対応するため有効に活用していく

ことを検討する必要がある。 

   

今後、本市が取り組むべき喫緊の課題への対応としては、次のようなも

のが考えられる。 

  

 ア 介護・障害福祉分野を担う人材の確保・育成 

   ・ 意欲の高い人材の参入促進 

     福祉人材と事業者双方のニーズを踏まえた効果的なマッチングの

機会の提供や国の報酬改定の影響が及ばない施設の地域手当格差の

是正を行うことなどにより、介護・障害福祉分野で働く強い意欲を

持った人材の参入促進を図る。 

   ・ 中核的人材の育成・定着 

     一定の資格等を有する質の高い中核的な人材の育成・定着等を図

ろうとする事業者を支援する。 
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項  目 内       容 

 

 
イ 地域福祉への貢献度の高い事業者への支援による介護・障害福祉サ

ービスの充実・強化 

   ・ 要介護高齢者の在宅生活継続の支援 

     重度の要介護者等への介護技術や福祉サービス提供機能を有する

特別養護老人ホームが、在宅における介護の限界点を高めるため、

そのノウハウを地域に普及させる取組を支援し、特別養護老人ホー

ムの地域福祉拠点としての機能強化を図る。 

   ・ 重度障害者の地域福祉サービスの充実・強化 

     重度障害者の受入を積極的に行うグループホーム運営事業者を支

援することで、地域における重度障害者福祉サービスの充実・強化

を図る。 
 

４ 平成２６年度当初予算額 

  ２億１，８８１万３千円   
 

５ 見直し効果額 

 具体的な見直し案の検討にあわせて算出する。 
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項  目 内       容 

 

５ 乳幼児等医療費

補助 

【保険年金課】 

 

１ 見直しの方向 

本事業については、医療費負担の激変や乳幼児（未就学児）の健康面への

影響に配慮しつつ、所得制限及び一部負担金の見直しと対象年齢の拡大を一

体的に行うことについて、引き続き検討することにしてはどうか。 

 

２ 事務・事業の概要 

⑴ 乳幼児等医療費補助制度は、昭和４８年度に制度を創設し、一定の所得

制限のもとに、乳幼児と小学１・２年生の発達障害児を対象に実施してお

り、保険診療に係る総医療費から保険給付分を控除した後の自己負担金相

当額から受給者の一部負担金を控除した額を補助している。 

所得制限額は、改正前の児童手当の所得制限額に拠っており、扶養人数

が２人の場合は、給与所得ベースで６１６万円（給与収入ベースで８１７

万８千円）となっている。（平成２６年３月末現在で、乳幼児の８６％

（６８，１３４人）が受給） 

⑵ 一部負担金については、本市独自の措置により入院については負担がな

く、通院についても初診料算定時に限定している。これにより、県補助制

度との差額３億４，３００万円を単市で措置している。 

【一部負担金の状況】 

区分 市制度 県補助制度 

入院 なし １日５００円（月１４日までを自己負担） 

通院 初診料算定時に５００円 １日５００円（月４日までを自己負担） 

※日数については、入院、通院とも１医療機関等毎に算定 

 

３ 見直しの理由 

⑴ 所得制限額については、他の福祉医療費補助の所得制限額と比べて高

く、経済的支援の要否との関連性が薄い制度となっている。 

⑵ 一部負担金については、県内のほとんどの市町が県の補助制度と同じに

し、受給者が医療費の一部を負担している中で、本市独自の軽減は、県民

としての公平負担や多額の財政負担という点で問題を生じている。 

⑶ 一方、一部負担金が増加すると受診抑制が起こり、免疫が十分備わって

いない乳幼児については、重症化を招く懸念がある。 

⑷ また、乳幼児等医療費補助については、子育て環境を充実させる施策と

して、対象年齢を拡大すべきとの要望がある。 

 

こうしたことを踏まえ、本事業については、医療費負担の激変や乳幼児の

健康面への影響に配慮しつつ、所得制限及び一部負担金の見直しと対象年齢

の拡大を一体的に行うことについて、引き続き検討する必要がある。 

 

４ 平成２６年度当初予算額 

  １９億５９７万円（扶助費） 

 

５ 見直し効果額 

  具体的な見直し案の検討にあわせて算出する。 
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項  目 内       容 

 

６ ひとり親家庭等

医療費補助 

【保険年金課】 

 

１ 見直しの方向 

本事業については、ひとり親家庭等の現状・課題を踏まえた支援策の展開

状況等をにらみつつ、引き続き一部負担金の見直しを検討することにしては

どうか。 

 

２ 事務・事業の概要 

⑴ ひとり親家庭等医療費補助は、昭和５４年度に制度を創設し、ひとり親

家庭の母または父及びその児童等を対象に、保険診療に係る総医療費から

保険給付分を控除した後の自己負担相当額を補助している。 

所得制限額は、対象者と生計を同一にする扶養義務者全員の前年の所得

税額が９万２，４００円以下としており、扶養人数が１人の場合、給与所

得ベースで３０３万８千円（給与収入ベースで４４７万６千円）となって

いる。（平成２６年３月末現在で、ひとり親家庭世帯の６０％   

（９，８４７世帯）が受給） 

⑵ 一部負担金については、本市の独自措置により入院、通院とも負担がな

い。これにより、県補助制度との差額１億７，１００万円を単市で措置し

ている。 

【一部負担金の状況】 

区分 市制度 県補助制度 

入院 なし １日５００円（月１４日までを自己負担） 

通院 なし １日５００円（月４日までを自己負担） 

※日数については、入院、通院とも１医療機関等毎に算定 

 

３ 見直しの理由 

一部負担金については、県内のほとんどの市町が県の補助制度と同様に受

給者に医療費の一部を負担させているが、本市においては、負担を免除して

いる。 

こうした現状は、県民としての公平負担や多額の財政負担という点で問題

を生じることから、一部負担金の見直しを行う必要がある。 

ただし、一部負担金の見直しに当たっては、県の補助制度があることを念

頭に置きつつ、ひとり親家庭等の経済的な実態や乳幼児（未就学児）の健康

面への影響に配慮する必要がある。 

 

こうしたことを踏まえ、本事業については、ひとり親家庭等の現状・課題

を踏まえた支援策の展開状況等をにらみつつ、引き続き一部負担金の見直し

を検討する必要がある。 

 

４ 平成２６年度当初予算額 

８億９，３０８万４千円（扶助費） 

 

５ 見直し効果額 

具体的な見直し案の検討にあわせて算出する。 

 

 


